
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
会　

計　

課
）　

　

一

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
（
二
件
） 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許
出
願 

（
水
産
業
基
盤
整
備
課
）　

　

二

〇
公
有
水
面
埋
立
て
の
し
ゅ
ん
功
認
可
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

四

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
に
つ
い
て
の
届
出 

（
都
市
計
画
課
）　

　

五

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（　
　

同　
　

）　

　

六

〇
土
地
区
画
整
理
事
業
の
換
地
処
分
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

六

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

六

 
人
事
委
員
会

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部

　

を
改
正
す
る
規
則 

七

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則 

七

 
規

則

　

財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
五
号

　
　
　

財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
子
ど
も
手
当
に
要
す
る
経
費
に
係
る
特
例
）

　
　

平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
九
号
）
の
規
定
が

10
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
七
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
二
条
第

二
項
第
七
号
中
「
児
童
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
手
当
及
び
子
ど
も
手
当
」
と
、
第
七
十
八
条
中
「
及
び
児
童
手

当
」
と
あ
る
の
は
「
、
児
童
手
当
及
び
子
ど
も
手
当
」
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

お
お
さ
と
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

渡
邊
健
一
郎

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

黒
川
郡
大
郷
町
中
村
字
町
浦
三
番
地
一

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
地
域
に
伝
わ
る
歴
史
、
文
化
、
伝
統
の
継
承
、
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

又
は
参
加
協
力
、
研
究
会
、
講
演
会
の
開
催
、
地
域
特
産
物
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

等
に
よ
る
情
報
発
信
及
び
販
売
促
進
に
努
め
る
な
ど
、
都
市
と
農
村
の
交
流
を
促

進
す
る
。
ま
た
、
少
子
高
齢
化
社
会
を
迎
え
、
農
業
後
継
者
等
の
結
婚
推
進
、
高

齢
者
や
障
害
者
へ
の
福
祉
関
連
事
業
を
行
う
と
と
も
に
、
環
境
の
維
持
保
全
に
関

す
る
活
動
を
行
う
等
、
官
・
民
・
産
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
地
域
の
発
展
と
老

若
男
女
が
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
町
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
十
九
号
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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

生
活
習
慣
改
善
セ
ン
タ
ー

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

冨
澤
伊
勢
雄

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
四
丁
目
一
番
三
号
仙
台
市
市
民
活
動
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

七
階　

事
務
用
ブ
ー
ス
九

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
、
生
活
習
慣
病
の
一
次
予
防
を
中
心
に
、
そ
の
成
因
・
診
断
・
治

療
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
・
啓
発
・
生
活
習
慣
病
に

関
す
る
調
査
・
研
究
等
を
行
う
と
と
も
に
、
食
・
運
動
・
休
養
な
ど
の
日
常
生
活

の
中
で
生
活
習
慣
病
の
予
防
・
療
養
等
が
で
き
る
社
会
習
慣
・
環
境
を
築
く
こ
と

に
よ
り
、
市
民
一
人
ひ
と
り
の
健
康
の
増
進
及
び
生
活
の
質
の
向
上
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
二
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
免
許
出
願
が
あ
っ

た
。

　

な
お
、
同
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
願
書
及
び
関
係
図
書
の
縦
覧
は
、
宮
城
県
農
林
水
産
部
水
産
業
基
盤
整

備
課
及
び
宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
水
産
漁
港
部
で
行
う
。

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

出
願
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
十
二
日

二　

出
願
人
の
名
称

　
　

東
松
島
市

三　

埋
立
区
域
及
び
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　

１　

埋
立
区
域

　
　
�
　

位　

置

　
　
　
　

第
一
種
月
浜
漁
港
区
域
内

　
　
　
　

東
松
島
市
宮
戸
字
三
サ
河　

五
三
番
地
と
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　
�
　

区　

域

　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
か
ら
③
の
地
点
ま
で
を
結
ぶ
平
成
二
十
二
年
の
春
分
の
満

潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
＋
一
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

�
の
地
点　

基
点
（
Ａ
３
）（
北
緯
三
八
度
十
九
分
二
七
・
一
八
五
五
一
秒　

東
経
一
四
〇
度
〇
九
分
二
五
・

六
一
五
六
二
秒
）
か
ら
一
八
四
度
三
三
分
五
六
秒　

九
四
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

七
一
度
〇
九
分
〇
〇
秒　
　
　

三
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

七
二
度
三
二
分
三
七
秒　
　
　

七
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

一
六
二
度
三
八
分
一
六
秒　
　

八
七
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

第2160号　平成22年５月28日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
二
〇
〇
七
三
二

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

エ
ポ
ッ
ク

仙
台
市
宮
城
野
区
安
養

寺
一
丁
目
十
一
番
七
号

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所

設
置
者
名

特
定
非
営
利
活

動
法
人
小
規
模

多
機
能
型
生
活

支
援
室
エ
ポ
ッ

ク

指
定
年
月
日

平
成
二
十
二
年

五
月
一
日

事　
業　
所　
番　
号

〇
四
一
五
四
〇
〇
一
三
四

設　
置　
者　
名

仙
台
市

事

業

所

の

所

在

地

変
更
前

変
更
後

仙
台
市
太
白
区
大
野
田
字
袋

前
三
十－

二
十
六

仙
台
市
太
白
区
大
野
田
字
宮

脇
二－

三
十

変
更
年
月
日

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日



　
　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
三
〇
度
三
〇
分
四
六
秒　
　

一
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

三
二
〇
度
四
三
分
三
六
秒　
　

一
〇
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

五
〇
度
三
二
分
一
四
秒　
　
　

五
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
�
　

面　

積

　
　
　
　

一
、
〇
四
九
・
二
九
平
方
メ
ー
ト
ル
（
埋
立
区
域
）

　

２　

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

　
　
�
　

位　

置

　
　
　
　

第
一
種
月
浜
漁
港
区
域
内

　
　
　
　

東
松
島
市
宮
戸
字
三
サ
河　

五
三
番
地
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　
　
�
　

区　

域

　
　
　
　

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
ホ
の
地
点
と
イ
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

イ
の
地
点　

基
点
（
Ａ
３
）（
北
緯
三
八
度
十
九
分
二
七
・
一
八
五
五
一
秒　

東
経
一
四
〇
度
〇
九
分
二
五
・

六
一
五
六
二
秒
）
か
ら
二
三
〇
度
五
五
分
〇
八
秒　

九
五
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ロ
の
地
点　

イ
の
地
点
か
ら　
　

七
二
度
三
二
分
三
七
秒　

一
一
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ハ
の
地
点　

ロ
の
地
点
か
ら　

一
六
二
度
三
二
分
三
七
秒　

二
〇
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ニ
の
地
点　

ハ
の
地
点
か
ら　

二
五
二
度
三
一
分
一
三
秒　
　

九
二
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
　

ホ
の
地
点　

ニ
の
地
点
か
ら　

三
二
〇
度
三
〇
分
四
二
秒　
　

六
〇
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
�
　

面　

積

　
　
　
　

二
二
、
三
六
三
・
一
一
平
方
メ
ー
ト
ル
（
施
行
区
域
）

四　

埋
立
地
の
用
途

　
　

漁
港
施
設
用
地

五　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
十
八
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
三
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
埋
立
て
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
し
ゅ
ん
功
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

し
ゅ
ん
功
認
可
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称

　
　

宮
城
県

三　

埋
立
区
域

　

１　

位　

置

　
　
　

第
二
種
日
門
漁
港
区
域
内

　
　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
天
ヶ
沢
一
六
三
番
地
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　

２　

区　

域

　

次
の
各
地
点
の
う
ち�
の
地
点
か
ら�
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、�
の
地
点
か
ら�
の
地
点
を
結
ぶ

昭
和
四
十
五
年
十
二
月
九
日
付
け
宮
城
県
指
令
第
九
〇
六
七
号
の
免
許
に
係
る
埋
立
て
の
埋
立
区
域
と
公
有
水
面

と
の
境
界
線
（
平
成
十
八
年
秋
分
の
満
潮
位
Ｄ
・
Ｌ
＋
一
・
四
二
四
メ
ー
ト
ル
）、�
の
地
点
と�
の
地
点
を
結
ん

だ
線
及
び�
の
地
点
と�
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

�
の
地
点　

日
門
漁
港
防
波
堤
灯
台
（
北
緯
三
八
度
四
八
分
三
〇
・
五
秒
、
東
経
一
四
一
度
三
三
分
三
一
・
五

秒
）
か
ら
二
二
一
度
五
四
分
五
四
秒　

二
五
四
・
三
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

一
〇
五
度
四
九
分
二
八
秒　
　

四
四
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　
　

八
五
度
二
八
分
三
四
秒　
　

八
〇
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

一
九
一
度
五
一
分
四
〇
秒　
　
　

五
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
六
五
度
二
四
分
四
二
秒　
　

八
〇
・
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
の
地
点　
�
の
地
点
か
ら　

二
八
五
度
五
七
分
三
五
秒　
　

四
四
・
九
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面　

積

　
　
　

六
二
四
・
四
九
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

　
　

平
成
十
九
年
十
月
十
九
日　

宮
城
県
（
水
整
）
指
令
第
二
十
六
号

五　

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
又
は
町

　
　

気
仙
沼
市

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
四
号

　

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水
面
埋
立
て
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
し
ゅ
ん
功
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

し
ゅ
ん
功
認
可
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
十
四
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称

（3）　 平成22年５月28日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2160号　　 



　
　

気
仙
沼
市

三　

埋
立
区
域

　

１　

位　

置

　
　
　

第
一
種
宿
舞
根
漁
港
区
域
内

　

気
仙
沼
市
唐
桑
町
鮪
立
二
三
八
番
一
、
二
五
二
番
、
二
五
五
番
五
、
二
五
五
番
三
、
二
五
六
番
、
二
五
七
番
、

二
五
九
番
三
、
二
五
九
番
五
、
二
五
九
番
一
、
二
五
九
番
七
及
び
二
八
八
番
一
に
隣
接
す
る
公
有
水
面

　

２　

区　

域

　

次
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ん
だ
線
及
び�
点
と�
点
を
結
ぶ
平
成
十
八
年
の
秋
分
の
満
潮
位（
Ｄ
Ｌ
＋
一
・

六
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

�
点　

気
仙
沼
市
唐
桑
町
鮪
立
二
八
八
番
三
地
内
の
早
馬
山
三
等
三
角
点
（
北
緯
三
八
度
五
三
分
四
四
秒
、
東

経
一
四
一
度
三
八
分
三
七
秒
）
よ
り
二
〇
六
度
五
〇
分
二
四
秒
、
七
九
八
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

二
六
度
五
五
分
四
一
秒　
　

二
〇
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
一
八
度
二
四
分
〇
五
秒　
　
　

〇
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

二
六
度
三
四
分
三
五
秒　
　

六
五
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
九
七
度
一
四
分
五
二
秒　
　
　

〇
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

二
六
度
三
三
分
五
七
秒　
　

三
三
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
一
六
度
四
五
分
〇
四
秒　
　
　

〇
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

二
六
度
三
五
分
三
六
秒　
　

六
五
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
九
七
度
〇
七
分
三
三
秒　
　
　

〇
・
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

二
六
度
四
四
分
〇
二
秒　
　

一
八
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　
　

七
八
度
五
三
分
四
一
秒　
　
　

〇
・
三
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
六
二
度
二
九
分
五
八
秒　
　
　

九
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
六
〇
度
三
九
分
二
二
秒　
　

一
七
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
六
〇
度
三
一
分
一
一
秒　
　
　

五
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
六
〇
度
二
七
分
一
一
秒　
　
　

〇
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
六
〇
度
五
三
分
〇
五
秒　
　
　

三
・
五
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
六
一
度
五
〇
分
三
一
秒　
　
　

一
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
六
五
度
四
八
分
二
五
秒　
　
　

一
・
二
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
六
五
度
三
〇
分
二
五
秒　
　

一
九
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
七
九
度
〇
五
分
五
二
秒　
　

一
二
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
一
〇
度
五
九
分
二
六
秒　
　

一
五
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
二
三
度
二
六
分
四
〇
秒　
　
　

三
・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
二
九
度
三
二
分
〇
四
秒　
　
　

三
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
三
三
度
一
二
分
二
六
秒　
　

二
一
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
二
二
度
五
八
分
三
九
秒　
　
　

三
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
一
四
度
五
八
分
二
五
秒　
　
　

二
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
一
三
度
〇
五
分
五
一
秒　
　
　

二
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
〇
七
度
三
一
分
五
四
秒　
　
　

三
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
〇
三
度
〇
三
分
三
八
秒　
　
　

二
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
九
三
度
一
一
分
四
一
秒　
　
　

九
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
九
二
度
〇
九
分
四
〇
秒　
　

一
二
・
七
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
九
一
度
五
六
分
四
七
秒　
　
　

三
・
八
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
九
二
度
一
七
分
一
五
秒　
　

二
五
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
九
一
度
二
六
分
三
四
秒　
　
　

五
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

一
九
一
度
四
二
分
二
六
秒　
　

二
五
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
七
七
度
二
六
分
〇
七
秒　
　

三
六
・
七
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
七
四
度
一
三
分
二
四
秒　
　
　

六
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
七
一
度
五
一
分
五
七
秒　
　

一
二
・
二
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
五
二
度
三
九
分
二
一
秒　
　
　

〇
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　
　
　
�
点　
�
点
か
ら　

二
三
三
度
四
八
分
〇
一
秒　
　
　

〇
・
五
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

　

３　

面　

積

　
　
　

七
、
三
九
一
・
七
五
平
方
メ
ー
ト
ル

四　

免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

　
　

平
成
十
八
年
十
月
十
三
日　

宮
城
県
（
漁
整
）
指
令
第
九
号

五　

公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
又
は
町

　
　

気
仙
沼
市

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
五
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

第2160号　平成22年５月28日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）



　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

 

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
六
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
区
画
整
理
組

合
か
ら
そ
の
理
事
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

岩
沼
市
三
色
吉
南
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

岩
沼
市
三
色
吉
字
鶴
五
番
地
の
一

三　

届
出
の
内
容

　
　

理
事
に
就
任
し
た
者

（5）　 平成22年５月28日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2160号　　 

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
菊
新
工

務
店
菊
地　

幸
郎

中
江
電
業
株
式
会

社佐
藤　

治
勝

有
限
会
社
庄
泉
工

務
店
庄
子　

那
夫

有
限
会
社
日
興
通

信
工
業

佐
谷　

照
雄

株
式
会
社
タ
カ
コ

ウ
ハ
ウ
ス

高
橋　

幸
二

有
限
会
社
佐
藤
秀

建
業
佐
藤　

秀
夫

株
式
会
社
白
石
機

工水
戸　

政
信

ナ
カ
サ
ト
テ
ッ
ク

株
式
会
社

神
山　

義
弘

庄
子
建
装

庄
子　

定
雄

石
垣
工
務
店

石
垣　

正
年

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
三

丁
目
四－

十
八

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田
三

丁
目
七－

二
十
七

仙
台
市
青
葉
区
八
幡
六
丁

目
一－

十
七

仙
台
市
泉
区
加
茂
三
丁
目

十
四－

一

仙
台
市
泉
区
天
神
沢
一
丁

目
二－

六

仙
台
市
泉
区
山
の
寺
二
丁

目
十
九－

二
十
八

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
鍛
冶

屋
敷
五
十
七－

一

石
巻
市
中
里
六
丁
目
十
三

－

二
十
七

仙
台
市
青
葉
区
上
愛
子
字

蛇
台
原
三
十
五－

二

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
屋

敷
一－

四
十
九－

四

建

設

業

許

可

番

号

特－

十
八

第
五
百
九
十
二

号般－

十
九

第
九
百
九
号

般－
十
九

第
三
千
四
百
二

十
一
号

般－

十
八

第
五
千
二
十
号

般－

十
七

第
六
千
四
百
二

十
八
号

般－

十
七

第
八
千
百
六
号

般－

二
十
一

第
八
千
五
百
十

四
号

般－

十
九

第
九
千
七
百
五

十
八
号

般－

十
八

第
一
万
千
二
百

七
十
二
号

般－

十
七

第
一
万
六
千
百

四
十
七
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類　
　
　

全
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

電
気
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

電
気
通
信
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

機
械
器
具
設
置
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

大
工
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
二
年

 

四
月
二
十
七
日

平
成
二
十
二
年

 

四
月
二
十
三
日

平
成
二
十
二
年

 

四
月
十
九
日

平
成
二
十
二
年

 

四
月
二
十
六
日

平
成
二
十
二
年

 

四
月
二
十
日

平
成
二
十
二
年

 

四
月
二
十
三
日

平
成
二
十
二
年

 

四
月
二
十
二
日

平
成
二
十
二
年

 

四
月
二
十
一
日

平
成
二
十
二
年

 

四
月
二
十
二
日

平
成
二
十
二
年

 

四
月
二
十
八
日

日
本
橋
梁
エ
ン
ジ

ニ
ア
株
式
会
社

川
瀬　

由
美
子

株
式
会
社
ア
ク
ト

伊
澤　

和
正

有
限
会
社
正
心
建

設平
野　

正
雄

椿
建
設
株
式
会
社

佐
々
木　

裕
二

仙
台
市
太
白
区
柳
生
四
丁

目
四－

十

仙
台
市
青
葉
区
台
原
五
丁

目
十
七－

十

仙
台
市
太
白
区
長
町
南
四

丁
目
二
十
二－

十
一

仙
台
市
青
葉
区
台
原
一
丁

目
十
五－

三
十
七

般－

十
九

第
一
万
六
千
六

百
六
号

般－

十
七

第
一
万
七
千
六

百
八
号

般－

十
九

第
一
万
八
千
四

十
号

般－

二
十

第
一
万
八
千
二

百
九
十
八
号

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

塗
装
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

管
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

平
成
二
十
二
年

 

四
月
二
十
八
日

平
成
二
十
二
年

 

四
月
二
十
八
日

平
成
二
十
二
年

 

四
月
二
十
三
日

平
成
二
十
二
年

 

四
月
二
十
一
日



　
　
　

氏　
　
　

名　
　
　
　
　
　

住　
　
　

所

　
　

佐　

藤　

照　

雄　
　

岩
沼
市
三
色
吉
字
懐
九
十
番
地

　
　

猪　

股　

政　

一　
　

岩
沼
市
三
色
吉
字
竹
倉
部
三
十
六
番
地

　
　

猪　

股　

勇　

悦　
　

岩
沼
市
三
色
吉
字
竹
倉
部
七
十
五
番
地

　
　

�　

股　

清　

喜　
　

岩
沼
市
三
色
吉
字
平
等
六
十
番
地

　
　

大　

村　
　
　

進　
　

岩
沼
市
三
色
吉
字
懐
四
十
四
番
地

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
七
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

大
河
原
町
広
表
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

大
河
原
町
字
新
南
十
九
番
地

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
十
年
十
月
三
十
日

四　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整
理

事
業
の
換
地
処
分
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

土
地
区
画
整
理
事
業
の
名
称

　
　

名
取
市
関
下
土
地
区
画
整
理
事
業

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

名
取
市
関
下
土
地
区
画
整
理
組
合

三　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

名
取
市
増
田
字
柳
田
三
百
七
十
九
番
一

四　

換
地
処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
柴
田
郡
村
田
町
菅
生

土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

鈴　
　

木　
　

元　
　

悦　
　
　

一　

就
任
し
た
者
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就

任

年

月

日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

氏　
　
　

名

尾

本

澄

夫

小

林

公

一

高

橋

洋

一

高

橋

睦

男

小

山

昭

一

石

垣

幸

平

太

田　

宏

佐

藤

竹

夫

大

泉

幸

貞

鈴

木

健

治

八

巻

永

久

小　

林　

平
一
郎

石

山

春

男

佐
々
木　

健　

次

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
赤
道
四
十
八

番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
下
宿
二
十
七

番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
平
七
十
二
番

地柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
平
百
五
十
四

番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
宮
脇
六
十
四

番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
宮
脇
六
十
三

番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
長
坂
四
十
五

番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
折
越
四
十
三

番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
鍛
冶
谷
四
十

二
番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
町
西
裏
七
番

地柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
町
西
裏
十
二

番
地
一

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
瀧
前
九
番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
櫛
挽
五
十
八

番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
道
海
十
二
番

地

役
職
名

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事



二　

退
任
し
た
者

 

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

五－

二
十
五

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
七
号
）
に
基
づ
き
、
人

事
委
員
会
規
則
八－

五
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
六
条
の
二
第
二
項
中
「
給
与
条
例
第
十
四
条
第
三
項
」
の
下
に
「（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
除
く
。）」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
割
振
り
変
更
前
の
正
規
の

勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
勤
務
に
係
る
時
間
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

石　
　

附　
　

成　
　

二　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
八－

六－

二
十
五

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
八－

六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
八－
六
（
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
の
二
第
二
項
中
「
給
与
条
例
第
十
四
条
第
三
項
」
の
下
に
「（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

（7）　 平成22年５月28日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2160号　　 

退

任

年

月

日

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

氏　
　
　

名

大

泉

武

夫

尾

本

澄

夫

小

林

公

一

高

橋　

保

高

橋

洋

一

小

山

昭

一

石

垣

秀

雄

太

田　

宏

佐

藤

竹

夫

鈴

木

健

治

八

巻

永

久

小　

林　

平
一
郎

石

山

春

男

佐
々
木　

皎　

喜

佐

藤

圭

司

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
鍛
冶
谷
百
四

十
一
番
地
二

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
赤
道
四
十
八

番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
下
宿
二
十
七

番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
笹
倉
百
二
十

七
番
地
三

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
平
七
十
二
番

地柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
宮
脇
六
十
四

番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
宮
脇
七
十
四

番
地
一

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
長
坂
四
十
五

番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
折
越
四
十
三

番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
町
西
裏
七
番

地柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
町
西
裏
十
二

番
地
一

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
瀧
前
九
番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
櫛
挽
五
十
八

番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
道
海
十
二
番

地柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
余
柄
七
十
九

番
地

役
職
名

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

理

事

監

事

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

佐

藤

圭

司

八　

巻　

健
太
郎

伊

藤

征

一

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
余
柄
七
十
九

番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
町
東
裏
二
十

四
番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
松
日
向
三
十

二
番
地

監

事

監

事

監

事

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

八　

巻　

健
太
郎

伊

藤

征

一

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
町
東
裏
二
十

四
番
地

柴
田
郡
村
田
町
大
字
菅
生
字
松
日
向
三
十

二
番
地

監

事

監

事



含
む
。）」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
除
く
。）」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
割
振
り
変
更
前
の
正
規
の

勤
務
時
間
を
超
え
て
し
た
勤
務
に
係
る
時
間
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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